
 

 

様式２ 

 

契約締結前の公表 

   

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１３第１項第３号の規定

に基づく随意契約により契約を行うので、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）

第１３７条第６項第２号の規定に準じ、次のとおり公表する。 

   

   令和８年５月２７日 

 

                                       早川水系発電管理事務所長 青山 雄史 

 

契約の目的となる 

物品又は役務の名称 
奈良田第一発電所及び白樺寮清掃業務に係る労働者派遣契約 

委 託 期 間 契約締結の翌平日から令和９年３月３１日まで 

予定委託日数 ４５日（予定） 

委託業務内容 仕様書のとおり 

契約を締結する時期 令和８年５月頃 

契約の相手方の選定基準 

○ 所在地が山梨県内にある、地方公営企業法施行令第２１条の

１３第１項第３号に該当する施設等（障害者支援施設、シル

バー人材センター等）であること。 

○ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではな

いこと。また、次の（２）から（６）までに掲げる者が、その

経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人では

ないこと。 

（１）暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）    

（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利

用している者 

（４）暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営

に協力し、又は関与している者 

（５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

している者 

（６）下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当た

り、その相手方が上記（１）から（５）までのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結している者 



 

 

契約の相手方の決定方法 
見積金額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申し込み

をした者を契約の相手方とする。 

契約の申し込みの方法 

提出期限：令和８年５月１２日 

提出場所：早川水系発電管理事務所  

※郵送可 

提出書類： 

①見積書  

     ※山梨県財務規則及び企業局財務規程を熟知了知の上、見

積書を提出すること。 

※様式は任意の様式で、あて先は「早川水系発電管理事務

所長 青山雄史」とすること。 

※見積書を比較する金額である、１日あたりの単価を記入

すること。 

②誓約書 

※見積書を提出するもの（障害者支援施設等の代表者又は

その運営主体の代表者）の誓約書を提出すること。 

そ  の  他 

○ 「山梨県の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針

」に基づき、契約締結時に相手方が排除対象者でないことを

事前に確認する必要があるため、すでに確認済又は本指針３

（２）例外に該当する場合を除き、誓約書の情報を暴力団員

等であるか否か（選定基準を満たしているか）を山梨県警察

に照会するために、使用する。 

照会により排除対象者であることが判明した場合は、その者

とは契約を締結しない。 

○ この契約は単価契約（１日あたりの金額で契約する。）であ

り、契約内容は別添契約書のとおり。 

○ 問い合わせ先 

〒４００－０１１１ 

山梨県甲斐市竜王新町２２７７－３ 

早川水系発電管理事務所 管理第一担当 

電 話 ０５５－２４２－９５２２ 

       ＦＡＸ ０５５－２４２－９５２３ 

 


